
２ これまでの取組 
本市における放課後児童健全育成事業（学童保育事業：放課後児童クラブ）

については、昭和４１年度に第一学童保育所を開設し、順次、整備を進め、平

成１９年度、新町学童保育所の第２施設の整備を最後に、１６学童保育所に  

２８クラブを編成し、定数は１，３６０人とする現在の開所状況となった。 

また、運営については、当初から社会福祉法人青梅市社会福祉協議会に委託

し、平成１８年度から同協議会を指定管理者として運営を委託している。 

平成２４年度には、午後７時までの延長保育を開始した。 

平成２６年１０月には、国の基準を踏まえ、すべて国基準と同じ「青梅市放

課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例」を制定し

た。なお、設備と児童の集団の規模については、経過措置を設けている。 

平成２６年１２月には、「青梅市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、学

童保育事業についても掲載し、今後の推計を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「放課後子ども総合プランに関する自治体担当者会議（平成 26年 8月 11日開催）」資料

から抜粋 

 

３ 現状 
学童保育所入所児童数や待機児童数、小学校全体の児童数など基本的な推移

は次のとおりである。 



〇 児童数（５月１日現在）                  単位：人 

平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

7,496 7,276 6,992 6,859 6,710 

出典：学校基本調査（ただし、東小学校は除く。） 

 

〇 小学校における特別支援学級の児童数（４月７日現在）    単位：人 

区分 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

固定 

知的 43 50 56 67 72 

情緒 35 44 53 64 80 

小計 78 94 109 131 152 

通級 

言語等 45 39 33 34 38 

情緒 101 111 127 132 144 

小計 146 150 160 166 182 

合計 224 244 269 297 334 

出典：市教委特別支援担当資料 

 

〇 学童保育所の入所および待機状況（４月１日現在）      単位：人 

区分 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

入所児童 1,254 1,260 1,234 1,246 1,304 

待機児童 49 62 52 46 194 

出典：市子育て推進課資料 

 

〇 学童保育所の学年別入所状況（平成２７年４月１日現在）   単位：人 

学年 入所児童 待機児童 

１年生 536 (8) 15 (7) 

２年生 468 (26) 41 (11) 

３年生 225 (9) 89 (6) 

４年生 66 (4) 40 (4) 

５年生 8 (2) 9 (3) 

６年生 1 (0) 0 (0) 

計 1,304 (49) 194 (31) 

※ ()の数字は障害を有する児童数で内数 

出典：市子育て推進課資料 



〇 各学童保育所の入所状況（平成２７年４月１日現在）     単位：人 

学童保育所名 区域 定数 入所児童 待機児童 

第一 西部 100 (4) 90 (4) 1 (1) 

第二 東部 80 (8) 80 (4) 26 (1) 

（千ヶ瀬） 60 (4) 50 (4) 1 (1) 

第三 東部 150 (6) 150 (6) 37 (4) 

第四 東部 60 (4) 59 (3) 19 (0) 

第五 西部 100 (4) 100 (4) 4 (2) 

第六 西部 40 (2) 33 (3) 5 (5) 

第七 北小 40 (2) 25 (2) 0 (0) 

成木 北成 20 (2) 14 (0) 0 (0) 

河辺 東部 100 (4) 100 (3) 12 (1) 

新町 東部 160 (12) 160 (4) 5 (1) 

霞台 東部 100 (4) 99 (3) 8 (3) 

友田 東部 50 (2) 50 (2) 12 (2) 

今井 東部 100 (4) 100 (0) 21 (0) 

若草 東部 100 (4) 98 (3) 36 (7) 

藤橋 東部 50 (2) 49 (2) 5 (2) 

吹上 東部 50 (2) 47 (2) 2 (1) 

計  1,360 (70) 1,304 (49) 194 (31) 

※ 区域欄で「北小」とは北部地域小曾木地区、「北成」とは北部地域成木地区のこと。 

※ ()の数字は障害を有する児童数で内数 

出典：市子育て推進課資料 

 

青梅市子ども・子育て支援事業計画における学童保育事業の提供区域 

 

 

 

 

 

 

 



 

児童数は、毎年度１００人以上大幅に減少している。児童数が減少するなか

で、学童保育所の入所児童数は、減少することなく、定数をほぼ満たしている。 

このことから、児童数に対する学童保育所の入所児童の割合は年々高まって

いることが分かる。国勢調査によると、青梅市の女性の労働力率は、３５～    

４９歳で全国、東京都より高く、２５～７４歳の各年齢層で上昇している。特

に３０～３４歳の労働力率が上昇している（支援事業計画２０ページを参照）。

本市においては、女性の労働意欲が高く、学童保育事業に対する需要が高いこ

とが背景にあることが推察される。 

このようななか、平成２７年度における待機児童は１９４人（うち障害児   

３１人）と過去５か年度で突出して高くなった。内訳として、平成２６年度ま

での対象者である１年生から３年生まででは１４５人、拡大した対象者である

４年生から６年生までは４９人である。低学年だけでも９９人増加しており、

待機児童の増加は、単に対象児童の拡大だけを理由とはできない。 

また、平成２６年１１月現在、認可保育所に入所している５歳児は６７５人

であった。その子どもたちが平成２７年４月には学童保育所入所の該当者とな

るが、平成２７年４月における入所承認者と待機者をあわせた申請者は５５１

人であった。この差は１２４人である。子どもの成長や家庭の事情なども考慮

しなければならないが、約１００人超が一種の潜在的な待機児童とみなすこと

もできる。 


